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台東区生涯学習推進計画 パブリックコメント実施結果 

 

分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

基
本
目
標
１
・
２ 

１ 

団体の会員も高齢化し減少している。

インターネットなどを使って何か自

分たちの活動を宣伝できる機会があ

るとよいと思っているが、どの様にし

たらよいかわからない。他の人たちに

アピールするための支援をしてほし

い。 

 

 

パソコン等の操作に不慣れな方に対し

て、これまでもパソコン講座やスマー

トフォン講座などを行ってきたところ

でございます。今後は、ホームページの

作成やＳＮＳの活用などを通じて、生

涯学習に取り組む団体等が自ら情報発

信を行えるよう、支援を行ってまいり

ます。 

【施策(4) 高齢者の学習機会の充実】 

【施策(11)ICTを活用した学びの充実】 

基
本
目
標
１ 

２ 

「Ｎｏ．２８ 幼・小・中ＰＴＡ対象の

家庭教育学級」は、あくまで任意の参

加とし、幼・小・中の保護者を強制的

に参加させる（ポイント制なども含

む）ことがないようにお願いします。

「Ｎｏ．２９ 保育園対象及び乳幼児

家庭教育学級」にある、オンラインで

の実施は、とてもよい取り組みだと思

います。とにかく保護者に負担のな

い、任意参加を徹底してください。 

 

 

幼・小・中ＰＴＡ対象の家庭教育学級に

ついては、ＰＴＡの皆様に委託し、実施

しています。実施については各ＰＴＡ

の皆様にテーマ設定や募集を含め主体

的に企画・運営を行っていただいてい

るところです。 

一方で、同学級の企画・運営について負

担感を感じる保護者がいることも認識

しています。教育委員会としても、情報

提供や事務手続きの簡素化等により、

皆様の負担感が軽減できるよう、取り

組んでまいります。 

また、オンラインについても、事業の趣

旨や効果などを踏まえながら、今後も

必要に応じて実施してまいります。 

【施策(5) 家庭教育の充実】 

意見受付期間  令和４年１２月１６日（金）～令和５年１月６日（金） 

意見受付場所  

区公式ホームページ上での受付のほか、各区民事務所・分室・地

区センター、区政情報コーナー、生涯学習センター、生涯学習課

窓口で受付。 

意見受付件数  ５人、１１件 

提出方法の内訳 
郵送 ０人（ ０件） ファクシミリ ０人（ ０件） 

ホームページ  ２人（ ６件） 持参 ３人（ ５件） 
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

基
本
目
標
１ 

３ 

「Ｎｏ．４１ 江戸まちたいとう芸楽

祭」など、江戸文化にかんする項目が

目立ちますが、いわゆる「江戸しぐさ」

など、学問的に批判があつまる内容、

分野は扱わないようお願いいたしま

す。 

区に根付く芸術・文化・伝統を区民等に

身近に触れていただくため、本計画に

おいても多くの事業を実施していきま

す。実施にあたっては、確認を行いなが

ら取り組んでまいります。 

【施策(7) 芸術・文化・伝統に親しむ 

機会の提供】 

 

基
本
目
標
１ ４ 

教育委員会所管の青少年育成事業に

協力運営している団体です。毎月第二

土曜日に区内３か所の小学校で定例

会を行っております。 

又 別に専門研修会（上級研 高校

生・中級研 中学生）行っております。 

 

昨今の学生は、学校行事・クラブ活動・

学習塾等などで拘束時間が長くなっ

ております、決められた日時参加しに

くく成っているのも現状であるかと

思います。せっかく研修会等で学んで

も、それを活かしたり発展させる為の

議論する場がないと地域リーダーが

中々育成されにくいとおもわれます。 

定例会以外にも自由に研修生が色々

な体験を通じて話し合える場所や、体

験を発揮出来る場所が在ると良いと

思われます。 

本計画においても「知る・作る・学ぶ講

座」「少年少女発明クラブ」「ジュニアオ

ーケストラ・ジュニア合唱団」など、青

少年が学び経験することができる事業

を位置付けています。 

こうした事業を活用し、青少年が様々

な体験や仲間との交流を通じて成長で

きるよう学習機会の提供に努めていき

ます。 

【施策(2) 青少年の学ぶ機会の充実】 

 

基
本
目
標
１ 

５ 

コンプライアンス意識の欠如？個人

情報保護について応募の際、必ずと言

っていいほど「住所、氏名、年齢、職

業、」の記入を求められるそれぞれの

講座申し込みに必要なのかどうか疑

問に思う年齢は統計上必要でも年代

でよいのでは？職業は、対象者の多く

が退職していると思われる年代なら

敢えて問う必要はないのでは？個人

情報記入は必要最小限にして欲しい。 

 

 

 

講座等の参加者の募集にあたっては、

講座等の内容に応じて氏名以外の情報

を提供いただくことがあります。募集

等の際には個人情報の保護について配

慮し、必要以上の個人情報を収集する

ことのないよう対応してまいります。 

【施策(3)成人の学びの充実】 
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

基
本
目
標
１ 

６ 

講座で互いの作品を鑑賞したことが

あった。各人の作品に名札をつけて行

ったが、助手が何の断りもなく写真を

撮っていた。他者の記名されたものを

断りなく撮るのは如何なものか又、別

の講座では、スタッフが会場の参加者

を断りなく写真にとっていた。顔を写

さないで欲しいと申し出たところ「内

部での使用に限るので」との返答があ

ったが、写真を撮ることについて、コ

ンプライアンス意識があるのかない

のか疑った。 

講座等の際に写真を撮影する場合に

は、その旨を参加者にお知らせし、撮影

されることを望まない方がいる場合

は、その方が写真に写らないような配

慮を行ってまいります。 

【施策(3)成人の学びの充実】 

基
本
目
標
１ 

７ 

スタッフが指導者の個人情報（病歴な

ど）を講座参加者を前にしてペラペラ

喋っていたこともあった。公民館を会

場にした講座について、マネージメン

トを外部委託しているようだが、コン

プライアンスについては公務員と同

等と理解している。改善を希望する。

以上、何回か講座に参加させていただ

き、折々に呆れることがあったので意

見として申しのべる次第です。 

講座の指導者である講師を紹介する際

には、事前に講師に確認を取り行って

いるところでございます。事業者に委

託し講座を実施する場合でも、個人情

報を外部に公開することのないよう対

応してまいります。委託にあたっては、

事業者に個人情報保護を徹底する旨を

確認してまいります。 

【施策(3)成人の学びの充実】 

基
本
目
標
２ 

８ 

活動の成果を発表するため、文化祭に

は参加しているが、それ以外の発表場

が少ない。もっと、発表ができる場所

があるとよい。 

 

学習の成果を発表する場としては、台

東区文化祭・美術展等を実施していま

す。今後、生涯学習センターの機能強化

を行う予定であり、その中で発表の場

の充実にも取り組んでまいります。 

【施策(9) 生涯学習施設の充実】 

 

基
本
目
標
２ 

９ 

計画の重点施策で「ICTを活用した学

びの充実」とあるが、コロナや子育て

で忙しいとカルチャースクールにも

通えない。時間がない人でも学習でき

るような機会を設けてほしい。 

ICTを活用し、区民がいつでも学習でき

る環境の整備を図ることで、より多く

の区民に学習の場を提供していきま

す。 

【施策(11)ICTを活用した学びの充実】 

基
本
目
標
２ 

１０ 

ホームページに掲載されている講座

やサークルの情報がわかりにくいと

きがある。より分かりやすい形で情報

を提供してほしい。 

 

 

生涯学習の提供にあたっては、内容の

充実とともに、レイアウトや表現を工

夫すること等により、皆様にとって分

かりやすい情報発信に努めてまいりま

す。 

【施策(10) 情報発信の充実】 
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分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

基
本
目
標
３ 

１１ 

「Ｎｏ．１２１ 心の教育の推進」は、

生徒児童のプライバシーや、内心の自

由には踏み込まないよう、お願いいた

します。そのほか、カルト団体にかか

わるイベントは、絶対に開催しないよ

うお願いいたします。 

 

 

「心の教育の推進」は、子供たちの豊か

な心を育むため、「あいさつ運動」や講

演会などを実施しています。 

区の事業実施にあたっては、個人のプ

ライバシーや内心の自由を侵害するこ

とのないよう十分に配慮しながら進め

てまいります。 

また、区のイベント等において、団体等

と、連携・協力して行う場合には、事業

の目的に沿った、適切な団体を選定し

実施してまいります。 

【施策(15) 地域と協働した取組みの

推進】 

 

 


